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令和８年度上山市個店魅力創出支援補助金交付要綱を次のように定める。 
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   令和８年度上山市個店魅力創出支援補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、市内の個人事業主や中小企業等が実施する新商品・新サービスの

開発、既存商品の改善、販路開拓又は生産性向上などの取組に要する経費について、

予算の範囲内で補助金を交付することに関し、上山市補助金等の交付並びに適正化に

関する規則（昭和３７年規則第１１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか

必要な事項を定めることを目的とする。 

 （補助対象事業） 

第２条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、新商品・新サー

ビスの開発、既存商品の改善、販路開拓又は生産性向上などの取組に対する支援とす

る。 

 （補助対象者、補助対象要件、補助対象経費、補助金額） 

第３条 補助対象者、補助対象要件、補助対象経費、業種区分及び補助金額については、

別表第１のとおりとする。ただし、補助金額に１，０００円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てる。 

（補助金交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金交付申請書（様式第１

号）に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

（１） 事業計画書（様式第２号） 

（２） 収支予算書（様式第３号） 

（３） 見積書、現況写真等 

（４） 個人にあっては住民票、法人にあっては登記事項証明書 

（５） 市税の未納がない証明書 

（６） その他別表第３に定めるもの 

（７） その他市長が必要と認めるもの 

（補助金変更交付申請） 

第５条 規則第９条第１項第２号に定める軽微な変更とは、事業期間の変更及び事業費

の２０パーセント以内の増減の変更をいう。 

２ 補助金交付申請者は、規則第９条第１項の規定により、市長の承認を受けようとす



るときは、事業計画変更等承認申請書（様式第４号）を提出しなければならない。 

（実績報告書） 

第６条 補助金交付の決定を受けた補助金交付申請者（以下「補助金交付決定事業者」

という。）は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書（様式第５号）に次

に掲げる書類を添付し、補助事業の完了した後１５日を経過した日又は令和９年４月

１０日のいずれか早い日まで市長に提出しなければならない。 

（１） 事業実績書（様式第２号） 

（２） 収支決算書（様式第３号） 

（３） 支払確認が可能な資料（銀行振込受領書及び通帳引去、領収書等）の写し 

（４） 補助対象による成果物（新商品の物品等）の写真等事業成果が確認できる資料 

（５） 個人にあっては、申請者本人名義の口座通帳（片仮名名義及び口座番号が記載

された箇所）の写し 

（６） 法人にあっては、法人名義（片仮名名義及び口座番号が記載された箇所）の写

し 

（７） その他市長が必要と認めるもの 

 （補助金の交付） 

第７条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合には、適正であると

認めたときは、補助金を交付するものとする。 

（財産処分の制限） 

第８条 規則第２３条第２号に規定する市長が指定する財産は、取得価格が１０万円以

上の機械及び器具とし、同条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）別表第１によるものとす

る。 

２ 補助金交付決定事業者は、取得財産等の処分を行う場合は、あらかじめ市長の承認

を受けなければならない。 

３ 市長は、当該取得財産等が第１項に定める期間を経過している場合を除き、補助金

交付決定事業者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の

全部又は一部を納付させることができる。 

（補助金の返還） 

第９条 市長は、補助金交付決定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付

した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（１） 第３条各号に掲げる要件を欠くこととなったとき。 

（２） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（３） 前各号に掲げるもののほか、不適当と認められる事実があったとき。 

（帳簿等の備付等） 

第１０条 補助金交付決定事業者は、補助事業に係る関係書類を当該補助事業終了年度

の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 



附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。



 

別表第１（第３条関係） 

補助対象事業 
「新商品・新サービスの開発」、「既存商品の改善」、「販

路開拓」又は「生産性向上」などの取組 

補助対象者 

（１） 市内に本社又は主たる事業所を持つ中小企業者（個人

事業主含む。）、ＮＰＯ法人、組合、商店会等の任意団体 

（２） 上記に定める市民又は法人若しくは団体のいずれか２

者以上で構成 

補助経費 

（１） 謝金 

専門家のアドバイスを受けるために必要な謝金 等 

（２） 旅費 

アドバイスを受ける専門家を招聘するための旅費、職

員の研修旅費等（実費弁償） 等 

（３） 原材料費 

新商品の試作又は販売商品の作製に直接使用する主要

原料、材料、資材等の購入に要する経費 等 

ただし、補助対象経費全体の１０％（税抜）までとす

る。 

（４） 機械器具費 

必要な機械装置のリース、レンタル、購入経費 等 

（５） 委託費 

市場調査やオーダーメイド商品の開発、ホームページ

の作成等の一部を外部に委託する経費 等 

（６） 広告宣伝費 

チラシ作成 等 

（７） 会議事務費 

事業実施のために必要な会議を開催する会場使用料、

文献費、消耗品費 等 

（８） その他 

上記以外で市長が特に必要と認める経費 

 

 

 

 

 

業種区分（日本標

準産業分類によ 

る） 

Ｃ 鉱業、採石業、砂利採取業 

Ｄ 建設業 

Ｅ 製造業  

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 

Ｇ 情報通信業 



Ｈ 運輸業、郵便業 

Ｉ 卸売業、小売業 

Ｊ 金融業、保険業のうち、小分類６７４保険媒介代理業、６

７５保険サービス業 

Ｋ 不動産業、物品賃貸業 

Ｌ 学術研究、専門・技術サービス業（細分類７２９１興信所

は除く。） 

Ｍ 宿泊業、飲食サービス業（小分類７６６バー、キャバレ

ー、ナイトクラブは除く。）  

Ｎ 生活関連サービス業、娯楽業（細分類７９９９他に 

分類されないその他の生活関連サービス業、小分類８０３競 

輪・競馬等の競走場、競技団、細分類８０６４パチンコホー 

ル、細分類８０９４芸ぎ業、細分類８０９６娯楽に付帯する 

サービス業は除く。） 

Ｏ 教育、学習支援業のうち、中分類８２その他の教育、学習 

支援業  

Ｐ 医療、福祉（小分類８３１病院、８３２一般診療所、８３ 

３歯科診療所は除く。） 

Ｒ サービス業（他に分類されないもの）（ただし、細分類９

２９９他に分類されないその他の事業サービス業、中分類９

３政治・経済・文化団体、中分類９４宗教は除く。） 

その他、上記に属するもののほか、特に市長が認めたもの 

補助金額 事業費の２分の１以下の額又は２０万円のいずれか低い額 

 

  


